
令和５年度福島県一般会計補正予算（第６号） 

令和５年度福島県一般会計の補正予算（第６号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 42,125,012 千円を追加し、既提出額 4,237,225 千円を含め、歳入歳出予算の総 

額を歳入歳出それぞれ 1,403,066,530 千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表  歳入歳出予算

補正」による。 

（繰越明許費の補正） 

第２条 繰越明許費の追加は、「第２表 繰越明許費補正」による。 

（債務負担行為の補正） 

第３条 債務負担行為の追加は、「第３表 債務負担行為補正」による。 

（地方債の補正） 

第４条 地方債の変更は、「第４表 地方債補正」による。 

令和５年度福島県一般会計補正予算（第６号） 



5 地 方 交 付 税 220,595,313 10,158 788 220,606,259

地 方 交 付 税1 220,595,313 10,158 788 220,606,259

7 分 担 金 及 び 負 担 金 5,167,002 42,845 550,011 5,759,858

分 担 金1 220,874 6,957 76,563 304,394

負 担 金2 4,946,128 35,888 473,448 5,455,464

8 使 用 料 及 び 手 数 料 14,689,322 △238,242 522 14,451,602

使 用 料1 11,754,381 △421 254 11,754,214

手 数 料2 2,934,941 △237,821 268 2,697,388

9 国 庫 支 出 金 287,003,511 2,396,789 21,725,675 311,125,975

国 庫 負 担 金1 48,227,188 121,999 358,289 48,707,476

国 庫 補 助 金2 237,386,040 2,271,933 21,366,453 261,024,426

委 託 金3 1,390,283 2,857 933 1,394,073

款 項 補 正 前 の 額

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳    入

（単位千円）

既 提 出 額

計

今 回 提 出 額

補 正 額

第  1  表  歳入歳出予算補正 歳 入



10 財 産 収 入 1,712,213 1,878,359 153 3,590,725

財 産 売 払 収 入2 839,842 1,881,536 153 2,721,531

12 繰 入 金 141,600,111 △199,643 5,780 141,406,248

基 金 繰 入 金2 136,317,586 △199,643 5,780 136,123,723

13 繰 越 金 1,500,000 0 3,756,375 5,256,375

繰 越 金1 1,500,000 0 3,756,375 5,256,375

14 諸 収 入 160,012,376 216,973 1,808 160,231,157

受 託 事 業 収 入5 5,582,312 △391 1,152 5,583,073

雑 入8 12,543,839 222,670 656 12,767,165

15 県 債 143,436,600 129,200 16,083,900 159,649,700

県 債1 143,436,600 129,200 16,083,900 159,649,700

歳 入 合 計 1,356,704,293 4,237,225 42,125,012 1,403,066,530

款 項 補 正 前 の 額

既 提 出 額

計

今 回 提 出 額

補 正 額



1 議 会 費 1,681,421 △15,097 10,684 1,677,008

議 会 費1 1,681,421 △15,097 10,684 1,677,008

2 総 務 費 101,529,439 11,265,466 706,340 113,501,245

総 務 管 理 費1 21,651,765 9,105,836 53,799 30,811,400

県 民 生 活 費2 6,331,738 △8,816 511,065 6,833,987

企 画 費3 56,215,543 2,189,303 25,440 58,430,286

徴 税 費4 9,295,799 △16,504 26,003 9,305,298

自 治 振 興 費5 2,732,725 1,898 11,049 2,745,672

選 挙 費6 1,247,251 1,773 834 1,249,858

防 災 費7 3,169,766 12,212 70,866 3,252,844

統 計 調 査 費8 456,237 △4,317 3,995 455,915

人 事 委 員 会 費9 149,439 △2,611 1,342 148,170

監 査 委 員 費10 279,176 △13,308 1,947 267,815

款 項 補 正 前 の 額

歳    出

（単位千円）

既 提 出 額

計

今 回 提 出 額

補 正 額

第  1  表  歳入歳出予算補正 歳 出



3 民 生 費 144,401,069 188,902 1,244,559 145,834,530

社 会 福 祉 費1 104,047,836 104,200 1,175,720 105,327,756

児 童 福 祉 費2 33,669,967 84,544 63,488 33,817,999

生 活 保 護 費3 3,554,187 158 4,839 3,559,184

災 害 救 助 費4 3,129,079 0 512 3,129,591

4 衛 生 費 118,705,897 732,244 1,835,179 121,273,320

公 衆 衛 生 費1 75,044,730 1,202,083 17,073 76,263,886

環 境 衛 生 費2 2,358,242 △74,081 8,011 2,292,172

保 健 福 祉 事 務 所 費3 2,332,866 △129,770 26,420 2,229,516

医 薬 費4 22,262,038 △214,527 1,491,099 23,538,610

環 境 保 全 費5 16,708,021 △51,461 292,576 16,949,136

5 労 働 費 5,289,580 △28,530 7,595 5,268,645

労 政 費1 105,920 △329 563 106,154

職 業 訓 練 費2 2,410,699 △19,859 5,470 2,396,310

雇 用 対 策 費3 2,649,808 △3,978 568 2,646,398

款 項 補 正 前 の 額

既 提 出 額

計

今 回 提 出 額

補 正 額



労 働 委 員 会 費4 123,153 △4,364 994 119,783

6 農 林 水 産 業 費 94,357,801 △495,133 5,160,352 99,023,020

農 業 費1 40,438,034 △388,748 100,491 40,149,777

畜 産 業 費2 3,762,172 △3,916 166,575 3,924,831

農 地 費3 26,969,818 △59,945 3,201,890 30,111,763

林 業 費4 17,770,606 △30,916 307,973 18,047,663

水 産 業 費5 5,417,171 △11,608 1,383,423 6,788,986

7 商 工 費 177,673,942 303,309 3,121,640 181,098,891

商 工 業 費1 173,717,799 269,920 1,928,453 175,916,172

観 光 費2 3,956,143 33,389 1,193,187 5,182,719

8 土 木 費 189,850,648 103,619 27,897,057 217,851,324

土 木 管 理 費1 12,179,914 △52,202 107,134 12,234,846

道 路 橋 り ょ う 費2 84,828,374 67,987 11,302,128 96,198,489

河 川 海 岸 費3 58,284,790 100,970 15,572,239 73,957,999

港 湾 費4 9,719,634 0 319,000 10,038,634

款 項 補 正 前 の 額

既 提 出 額

計

今 回 提 出 額

補 正 額

第  1  表  歳入歳出予算補正 歳 出



空 港 費5 1,612,526 2,220 178 1,614,924

都 市 計 画 費6 6,952,428 △15,356 596,272 7,533,344

住 宅 費7 16,272,982 0 106 16,273,088

9 警 察 費 45,453,887 △299,175 442,427 45,597,139

警 察 管 理 費1 41,346,777 △394,988 442,427 41,394,216

10 教 育 費 222,415,265 △7,541,818 1,699,179 216,572,626

教 育 総 務 費1 34,810,390 △4,819,675 42,767 30,033,482

小 学 校 費2 56,110,551 △1,479,649 707,424 55,338,326

中 学 校 費3 35,729,171 △471,793 417,717 35,675,095

高 等 学 校 費4 47,643,863 △449,228 341,217 47,535,852

特 別 支 援 学 校 費5 20,349,583 △278,555 188,334 20,259,362

社 会 教 育 費6 4,081,023 △4,432 1,454 4,078,045

保 健 体 育 費7 1,173,654 △25,114 266 1,148,806

歳 出 合 計 1,356,704,293 4,237,225 42,125,012 1,403,066,530

款 項 補 正 前 の 額

既 提 出 額

計

今 回 提 出 額

補 正 額



　　第　２　表 繰　越　明　許　費　補　正

(単位千円)

既提出額 今回提出額

2 総 務 費 114,767 144,199

7 防 災 費 0 144,199

原子力防災費 0 144,199

3 民 生 費 91,698 924,134

1 社 会 福 祉 費 91,698 924,134

障がい者総合支援関連費 0 166,414

高齢者福祉対策事業費 0 757,720

4 衛 生 費 0 1,386,756

4 医 薬 費 0 1,119,077

地域医療対策費 0 1,046,789

薬務事業費 0 72,288

5 環 境 保 全 費 0 267,679

公園施設整備費 0 50,000

　第　２　表 繰越明許費補正

款 項 事 業 名
金 額



既提出額 今回提出額

環境放射能等監視事業費 0 217,679

6 農 林 水 産 業 費 3,548,839 4,937,795

2 畜 産 業 費 0 154,600

酪農経営支援事業費 0 154,600

3 農 地 費 350,757 3,129,445

かんがい排水事業費 0 283,378

経営体育成基盤整備事業費 90,106 1,576,833

土地改良調査費 0 186,000

農地防災事業費 0 1,065,234

県単農村整備事業費 44,676 18,000

4 林 業 費 126,832 282,450

一般林道費 126,832 31,500

一般治山費 0 250,950

5 水 産 業 費 0 1,371,300

漁港事業費 0 1,371,300

7 商 工 費 378,504 3,087,512

項 事 業 名
金 額

款



1 商 工 業 費 338,504 1,897,512

経営資源強化対策事業費 338,504 1,508,955

工場立地促進費 0 388,557

2 観 光 費 40,000 1,190,000

国内観光推進費 40,000 1,190,000

8 土 木 費 1,675,062 27,595,471

2 道 路 橋 り ょ う 費 1,190,643 11,302,121

道路橋りょう維持費 0 5,458,782

道路橋りょう整備費 110,000 5,843,339

3 河 川 海 岸 費 484,419 15,569,200

河川事業費 384,419 11,799,900

海岸事業費 0 73,500

ダム事業費 0 423,000

緊急砂防等災害関連費 0 155,100

砂防事業費 0 3,117,700

4 港 湾 費 0 294,000

港湾事業費 0 294,000

6 都 市 計 画 費 0 430,150

　第　２　表 繰越明許費補正



既提出額 今回提出額

街路事業費 0 430,150

11 災 害 復 旧 費 3,524,527 82,041

2 土 木 施 設 災 害 復 旧 費 3,524,527 82,041

公共災害復旧費 2,719,925 82,041

9,656,987 38,157,908

款 項 事 業 名
金 額

合 計



　　　第　３　表　　　債 務 負 担 行 為 補 正

(単位千円)

事　　 　　項 期　　 　　間 限　　 　　度　　 　額

森林居住環境整備事業（県営）大滝線
令和5年度から
令和6年度まで

142,800

林業専用道整備事業（県営）沢尻1・2線
令和5年度から
令和6年度まで

15,750

林業専用道整備事業（県営）数間沢木戸沢線
令和5年度から
令和6年度まで

15,750

ダム事業費（四時ダム・洪水吐ゲート改良工事）
令和6年度から
令和7年度まで

105,400

ダム事業費（四時ダム・取水設備改良工事）
令和6年度から
令和7年度まで

99,100

空港維持補修費（滑走路舗装更新事業）
令和5年度から
令和6年度まで

326,000

　第　３　表　　債務負担行為補正



 第　４　表　 　地　方　債　補　正

（単位千円）

既提出額 今回提出額

か ん が い 排 水 事 業 費 189,700 188,200 270,700

経営体育成基盤整備事業費 558,000 575,400 1,063,400

農 地 防 災 事 業 費 501,100 － 796,900

一 般 林 道 費 198,600 201,200 217,700

一 般 治 山 費 280,900 － 412,300

漁 港 事 業 費 221,800 － 939,700

道 路 橋 り ょ う 維 持 費 15,256,700 － 17,848,200

道 路 橋 り ょ う 整 備 費 3,623,500 － 6,570,500

河 川 事 業 費 1,431,900 － 7,436,200

海 岸 事 業 費 99,000 － 109,700

ダ ム 事 業 費 557,700 － 742,800

河 川 災 害 復 旧 助 成 費 4,995,400 － 5,524,900

緊 急 砂 防 等 災 害 関 連 費 4,300 － 78,100

砂 防 事 業 費 758,700 － 2,345,700

港 湾 事 業 費 213,800 － 367,600

起　 債 　の 　目 　的

補 正 前 補 正 後

限　度　額 起 債 の 方 法 利　率 償　還　の　方　法
限　度　額

起 債 の 方 法 利　率 償　還　の　方　法

１　借入方法
　　普通貸借又は
　債券発行（他の
　地方公共団体と
　の共同発行を含
　む。）
　　債券の発行価
　格は、知事が定
　める。
２　借入資金
　　政府資金その
　他

年10％
以　内
（ただ
し、利
率見直
し方式
で借り
入れる
政府資
金につ
いて、
利率の
見直し
を行っ
た後に
おいて
は、当
該見直
し後の
利率）

起債日から35年以内
（据置期間を含む。）
の期間において資金の
融通条件及び知事の定
めるところにより償還
する。ただし、県財政
の都合により繰上償還
をし、償還年限を短縮
し、又は借換えをする
ことができるものとす
る。

１　借入方法
　　普通貸借又は
　債券発行（他の
　地方公共団体と
　の共同発行を含
　む。）
　　債券の発行価
　格は、知事が定
　める。
２　借入資金
　　政府資金その
　他

年10％
以　内
（ただ
し、利
率見直
し方式
で借り
入れる
政府資
金につ
いて、
利率の
見直し
を行っ
た後に
おいて
は、当
該見直
し後の
利率）

起債日から35年以内
（据置期間を含む。）
の期間において資金の
融通条件及び知事の定
めるところにより償還
する。ただし、県財政
の都合により繰上償還
をし、償還年限を短縮
し、又は借換えをする
ことができるものとす
る。

第　４　表　　地 方 債 補 正



既提出額 今回提出額

街 路 事 業 費 506,100 － 701,900

国直轄土地改良事業費負担金 406,600 － 454,900

公 園 施 設 整 備 費 34,400 － 59,400

計 122,548,600 122,677,800 138,761,700

限　度　額
起 債 の 方 法

 年10％
 以　内
 （ただ
 し、利
 率見直
 し方式
 で借り
 入れる
 政府資
 金につ
 いて、
 利率の
 見直し
 を行っ
 た後に
 おいて
 は、当
 該見直
 し後の
 利率）

 起債日から35年以内
 （据置期間を含む。）
 の期間において資金の
 融通条件及び知事の定
 めるところにより償還
 する。ただし、県財政
 の都合により繰上償還
 をし、償還年限を短縮
 し、又は借換えをする
 ことができるものとす
 る。

１　借入方法
　　普通貸借又は
　債券発行（他の
　地方公共団体と
　の共同発行を含
　む。）
　　債券の発行価
　格は、知事が定
　める。
２　借入資金
　　政府資金その
　他

 年10％
 以　内
 （ただ
 し、利
 率見直
 し方式
 で借り
 入れる
 政府資
 金につ
 いて、
 利率の
 見直し
 を行っ
 た後に
 おいて
 は、当
 該見直
 し後の
 利率）

利　率 償　還　の　方　法

 起債日から35年以内
 （据置期間を含む。）
 の期間において資金の
 融通条件及び知事の定
 めるところにより償還
 する。ただし、県財政
 の都合により繰上償還
 をし、償還年限を短縮
 し、又は借換えをする
 ことができるものとす
 る。

起　 債 　の 　目 　的

補 正 前 補 正 後

限　度　額 起 債 の 方 法

１　借入方法
　　普通貸借又は
　債券発行（他の
　地方公共団体と
　の共同発行を含
　む。）
　　債券の発行価
　格は、知事が定
　める。
２　借入資金
　　政府資金その
　他

利　率 償　還　の　方　法




